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１ 医療費適正化計画の趣旨 
  

 平成 18 年の医療制度改革の一環として，「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第

80 号。以下「法」という。）」に基づき，国及び都道府県は，医療費適正化計画を策定し，国民

の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標を定め，これらの目標の達成を通

じて，結果として医療費の伸びの抑制が図られることを目指すこととされました。 

 本県においては，平成 20 年に医療関係者や市町村と連携しながら，医療費適正化に向けて本県

の取り組む方向を示す「鹿児島県医療費適正化計画」を策定しました。 

 その後も，平成 30 年３月に見直しを行い，平成 30 年度から令和５年度までを計画期間とした

第３期鹿児島県医療費適正化計画を策定したところです。 

 

２ 実績に関する評価の目的 
  

 医療費適正化計画は，定期的にその達成状況を点検し，その結果に基づき必要な対策を実施する

いわゆるＰＤＣＡサイクルに基づく管理を行うこととされており，法第 11 条第 1 項に基づき，毎

年度の進捗状況を公表しているところです。 

 また，法第 12 条第 1 項において，医療費適正化計画の最終年度の翌年度には，目標の達成状況

及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い医療費適正化の実績に関する評価を行うことと

されております。 

 今回，第３期計画期間が令和５年度で終了したことから，平成 30 年度から令和５年度までの

第３期鹿児島県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


